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連載

聞くは一得一得!
　2014年（平成26年）４月に導入が予定され
ている個人投資家を対象とする「少額上場株式
等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置」
（少額投資非課税制度）のことをいい、1999
年４月に英国で導入されたIndividual Savings 
Account（ISA＝個人貯蓄口座）を参考にした制
度であるため、日本ではこのように呼ばれてい
ます。

　20歳以上の日本国内居住者を対象に年間100
万円を上限に非課税口座（ISA口座）内で購入・
保有している上場株式や株式投資信託の配当所
得及び譲渡所得を非課税とするもので、期間は
５年で、投資総額最大500万円（100万円×５）
まで非課税となります。
　非課税口座で新規に投資した株式等が対象と
なるため、すでに保有している株式等を非課税
口座に移管することはできません。
　詳しくは、関連のウェブサイト等をご参照い
ただくか、証券会社にお問い合せください。
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相談員奮闘記
そ う だ ん ふ ん と う きい ん

相手方の業者の双方から事情聴取を行うので
すが、あるとき、担当あっせん委員が、出席
していた業者の担当者に向かって「両親は健
在か？」と質問したことがありました。その事
案は、高齢者が難解な仕組みの商品を購入し
たことで大きな損害を被ったというものでした
が、その質問の趣旨は、その担当者が自分の
両親にはその商品を自信をもって勧めること
ができるのかという意味だったのです。その
あっせん委員は、どこかのメーカーに勤めて
いたなら…車でも、パソコンでも、カメラで
も…身内や親族、友人、知人に自社の製品を
自信をもって勧めるものだろう、とも言いまし
た。それを聞いて私は、証券会社等に勤める
者にとって、自社が取り扱う商品を他人に勧
める際には、「もし顧客が身内だったら」とい
う意識を持つことが大切だという教訓ではな
いだろうかと感じたのです。
　当センターは、あくまで中立を旨として相談
業務を行っており、最近はやはり高齢の方か
らの相談が多くなっているのですが、私が「も
し、この相談が母からのものだったら」という
意識を持つことは、決して極端に消費者側に
偏った姿勢だとおしかりを受けることはないだ
ろうと思っています。

　私の母は、今年86歳になりますが、ついこ
のあいだまで（と言っても４、５年前までです
が）、どんな理屈っぽい話でも、父と一緒に口
角泡を飛ばしながら議論をするような、どちら
かというと、やかまし屋の女性でした。そんな
母でしたから、何か理屈に合わないことを言
うと、ズバッと指摘されてしまうことが多かっ
たので、ある種緊張感を持って接してきたも
のでした。
　それが、ここ２、３年、ちょっと複雑な話を
すると、５秒から10秒程度の間合いのあと、
ときにはトンチンカンな返答をしたり、ときに
は「もう一度言ってちょうだい」と言うことが
多くなり、とっさの判断力、理解力、いざとい
うときの集中力というものがかなり鈍ってきた
という印象をぬぐえなくなりました。
　私が当センター（F

フ ィ ン マ ッ ク

INMAC）の相談員の職
に就いて３年が経過しましたが、この職に就く
直前に父が他界し、一人暮らしとなった母が
今述べたような状況になってきているところに、
母のような高齢の方からの相談を受けたとき
には、「よく理解したうえで購入したのです
か？」と質問しつつも、どうしても母の姿とダ
ブらせてしまいます。
　当センターのあっせん制度は、あっせん委
員（弁護士）が主宰し、申立人である顧客と
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0120-64-5005
（月～金曜日9：00～17：00 祝日等を除く）

ご相談はお気軽に、お電話でどうぞ！

http://www.finmac.or.jp

　当センターは、ホームページや機関
誌の定期発行等により周知活動を行っ
てまいりました。この度、一般の方々

への更なる普及啓発事業として、新聞広告や交
通広告の取り組みを実施いたしました。
　今後は当センターのホームページを改善し、
更なる情報提供の充実をめざし、関係各位の皆
様方との連携・協力を図って参りますので、よ
り一層の御指導、御鞭撻を賜りますようお願い
申し上げます。

編集
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４月月
・あっせん委員候補者推薦委員会
・あっせん委員と相談員との意見交換会
　（大阪会場4/18）

５月月 ・ 機関誌 FINMAC No.10の発行（予定）

６月月
・ 運営審議委員会
・ 理事会
・ 社員総会

今後の予定今後の予定

■  交通広告を掲示しました

　当センターでは、普及啓発・
周知活動の一環として、茅場町
駅構内にて交通広告（電飾看板）
を掲示いたしました。
　今後も当センターでは、株や
投資信託、FXなどの取引に関す
るトラブルについて、ご相談や
苦情を受付け、公正・中立な立
場で解決を目指してまいります。


